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統治 とケイの活動
一19世 紀における国民教育論出現の可能性の条件 一

上 野 耕三郎

ケイの『マンチェスターの綿工業に雇用 されている労働者階級の道徳的

ならびに肉体的状態』

1832年 に一冊の小冊子が出版された。100頁 あまりのこの小冊子は 『マ

ンチェスターの綿工業に雇用 されている労働者階級の道徳的ならびに肉体的

状態』1(以下 『マンチェスターの状態』と略)と 題されていた。著者 はジェー

ムズ ・フィリップス ・ケイ(1842年 にはジェームズ ・ケイ=シ ャ トルワース

となる)で あった。よく知 られているように,か れは1839年 には枢密院に創

設された枢密院教育委員会の初代事務局長 となり,教 育行財政をはじめ,教

員養成制度,視 学制度な ど多岐 にわたる施策 を自ら手がけ,イ ギリス近代公

教育制度の礎を築 くことになった人物である。

ケイはスコッ トランドのエディンバラ大学で医学 を修 め,そ の地で貧民街

の医療活動 に携わった後,活 動 の場 を産業革命 の中心地 であるマ ンチェス

ターへ と移す ことになった。その地で も貧民街において積極的に医療活動 を

繰 り広げる一方,1831年 には同市 の衛生委員会事務局長 に就 くことになっ

た。それと軌を一にするかのように,ヨ ーロッパに発生 した悪性伝染病のコ

レラがマンチェスターにも襲いかか り,その悲惨な状況を目の当た りにして,

かれはコレラの撲滅 をめざして立ち上がった。

都市を恐怖に陥れたコレラは,「その犠牲者 を社会のあらゆる階層か ら選び

出 してきたにもかかわ らず,病 気,精 神的不安によって、また生活の安 らぎ

や施設がない ことによって健康 を悪化させている人々の問で主 として広 まり

を見せて」(強 調は引用者,以 下断 りのない限り同様)い た。だが,上 層階級
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の人たちは貧民の棲む街 に足を踏み入れたこともなかったし,そ のようなこ

とをしようとは夢想だにしなかった。かれらは社会の底辺にうごめ く貧民の

悲惨 な現実に触れたこともなかった。しか し,「死のメッセンジャーの歩みを

追 うことを義務 としている人は,貧 困の棲み家に降 りてゆかなくてはな らな

いし,袋 小路,ご みごみ とした路地,人 であふれかえっている汚 らしい住居

をしばしぼ訪ねなけれぼならない。そこでは貧困 と病気が群れ集 まり,大 き

な町の中心で社会的不満 と政治的無秩序の原因 となっているが,社 会の ど真

ん中で秘密裡 に育っている悪を,疫 病の温床のなかで,し っか りと見据える

べきである。」2こうして,コ レラという外部か らの侵入者を撲滅するために,

貧民の状態 についての調査が統治の姐上にのぼってくることになる。

「マンチェスターでは家々や街路 の状態を詳細に視察するために,14

の警察管区のそれぞれに,衛 生委員会(BoardsofHealth)が 組織 され,

これらの地区は細か くセクションに分 けられ,そ れぞれに2人 あるいは

それ以上の人数の調査官が近隣のもっとも尊敬できる住民のなかか ら任

命された。かれ らには,そ れぞれに割 り当てられた家々や街路について,

調査 されるべ き一覧になった質問事項が手渡された。」3

コレラを監視 し撲滅するために,地 域にたいして格子状になった医療ポリ

スの網がかけられ,ケ イや調査員 らはそのように区分 けされた地域 に分け入

り,「病気,精 神的不安そして生活の安 らぎや施設」などの,あ りとあらゆる

とも形容できる情報や統計を収集することに努めたのである。ケイの手によ

るその報告書が 『マンチェスターの状態』であった。

『マ ンチ ェスターの状態』 における調査

その報告書はこういうことぼで始められている。

「「汝 自身を知れ」は古代の哲学者の格言によって説かれているものだが,
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個人にたいして勝 るとも劣 らないほど,社 会 にもふさわしい教訓である。私

たちは肉体的ならびに道徳的災厄 に取 り囲 まれているが,そ の存在 にはっき

りと気づ けぼ,い たってかんたんに避けることがで きる。さらに社会の間違

いや病気の源が何であるかがわかれぼ,社 会の徳や健全 さはたいして苦 もな

く保持できる。」4個人が 自己自身についてよく知れば,お のず と自己の統御

は可能である。それと同じように,社 会 もまたそれ自体 についての知識を所

有 していれぼ,肉 体的ならびに道徳的災厄の被害を免れることができるはず

である。だが,こ とはそうかんたんではない。 というのも,動 物 と社会 とに

は決定的なちがいがあるか らである。ケイは両者を比較 し,そ の相違 を指摘

している。「動物組織の感覚中枢は,そ こに各器官の知覚が収束するのだが,

知覚のあらゆる変化に気づ くようにできている。そしてどのようなち ょっと

した病気 もその繊細な知覚力を逃れることができない。こうして痛みは災厄

の存在を私たちに明 らかにするが,そ れが進行するのをとどめることができ

ない場合は,生 命活動の源へ と知 らぬ間に侵入す ることになる。」5このよう

に動物は 「感覚中枢」とい う生来の機能 を所有 しており,自 分の生命活動を

脅かす危険 を察知することができるが,社 会 はそのような生来の機能 を所有

していない。したがって,こ の人間社会では 「道徳的ならびに肉体的災厄が

共同体のひとつの階層を抑圧 しているが,そ れについての知識は,動 物 と較

べ不安全な手段 しかないので,そ のような災厄 とは遠 く隔たっている階層に

はゆっくりとしか伝 えられない。そういうわけで,部 分的な悪弊が全社会組

織 を震動させ脅かすまで,そ れを除去す るために全般的な努力はけっしてな

されない。」6この欠落 した機能を補 うために,ヨ ーロッパのい くつかの国で

は特別な措置 を講 じることで,そ のような情報や知識 を得ようとしていた。

プロシア,オ ランダ,ス ウェーデン,フ ランスは人口,労 働,商 業や農業の

実状,資 源,税 制,財 政などに関して,詳 細 にわたる統計調査を実施 した。

確かに,そ れらの調査 には重要 と思われる調査対象が抜 け落ちてお り,社 会

のすべての事象が網羅 されていたわけではない。だが,ひ るがえってこの国

の調査を顧みて,ケ イはこう言 う。
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「そのようなシステムがた とえ完全な ものではないにしても,この国に

導入された どのようなものよりもはるかに優れたものである。 この国で

は統計 はないが しろにされている。そして緊急事態 によって特別な調査

が必要 とされる際 にも,情 報 は下院委員会 を介 して得られる。その仕事

はたいへん多方面 にわたってお り,た いへん雑多であ り,一 般的結論の

調査以外 に少 しも時間を割 く余裕がない。その一般的結論は,そ の問題

にもっとも精通 しているとされている人たちの経験から引き出された も

のである。 こうして真理へ と近づ くことはできたかもしれないが,そ の

結論は統計調査から得 られたものほど細かな点 までは正確なものではな

い。結論 は相対立する証言を比較することか ら,と きには一方の証拠か

らだけ引き出されてお り,そ れらは一つの最も重要な点で,す なわち,

かれ らが主張 している事実を一般の人に納得させるのに,ま った く失敗

している。」7

だが,コ レラの侵攻 を防 ぐためには悠長なことは言ってはい られない。ま

ずもって調査が必要であ り,調 査対象についての情報や知識が求められたの

である。

「製造業者 は労働者階級の状態に関 して一般的知識 をもっていなけれ

ばならない。にもかかわ らず,貧 民の肉体的 ・道徳的改善のためには,

上層階層 による詳細 にわたるパーソナルな関与が必要である,と いうこ

とがコレラの到来以前には今ほど確信 されていなかった。今や新 しい領

域が開かれ,製 造業者 は自分たちの身の安全のためにはそこへ と関心を

払 い,そ の領域でもっとも活動的な慈善心が広まりを見せ,徹 底的に作

用し尽 くされることになるだろう。疫病 はかれ らの都市にあり,か れ ら

の戸口その ものにあ り,ご みごみ とした工場 を毎 日襲い,そ の犠牲者を

かれ らの側か ら運び去っている。すべての過去の計画一 すべての過去

の尽力 は無駄なものであった。新しい病気の影響を被 らないように大衆
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を引き上げるためには,情 け深い関与をあたらしく発展 させることが必

要である。 この精神に則 って,コ レラの侵入を予想 して,大 きな町の街

路や家々の査察が熱心 にかつエネルギッシュになされた。住人のシンパ

シー と熱望がいかに強力に喚起されたかがそのことを物語 っている。」8

少な くとも,調 査は情報 と統計知識 をもた らし,そ れが統治への途を拓 く

ことになったことを,こ こでは見てお くだけで十分であろう。

『マンチ ェス ターの状態』 につ いての評価

/ジ ョンソン(RichardJohnson)は かつてバーミンガム大学の現代文化研究

センター長を務めたこともあ り,イ ギリスにおける文化研究の先駆者のひ と

りである。かれはグラムシ流の 「文化」,「ヘゲモニー」 という概念を用いな

が ら,19世 紀から現在に至 るまでのイギ リス教育の歴史研究に,新 たな境地

を開いた ことでも知 られている。かれによれぼ,ケ イや視学官がその報告書

で記 した ものには四つのテーマが繰 り返 し現れている。ひとつは,長 期的に

見た場合,経 済的変化はかな らず しも否定的でマイナス要因となるものでは

なく,潜 在的には大衆に恩恵をもた らすものであること。二つめには,労 働

者階級の行動様式に対する激 しい告発。三つめには,労 働者階級の家庭が機

能不全 に陥ってお り,そ の代替機関が必要であること。そして最後に,そ の

代替機関,す なわち初等学校 とその教師は強い統制の もとに置かれるべきこ

とであった9。 ここでは最初の二つについてかんたんに見てみよう。

ケイが教育へと関心を引きつけられた という意味で,『マ ンチェスターの状

態』 は記念碑的なパンフレットであるが,か れは自分が分 け入 り観察 したお
へ

どろお どろしいマンチェスタやの惨状 を,社 会診断医 として描いている。「商
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

業 システムの必然的結果ではないが,そ のヴァイタ リティを脅かす ことがな
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

い と して も,そ の エ ネ ル ギ ー を駄 目 に して し ま う病 弊 」10(強 調 は原 文 で はイ

タ リ ッ ク,以 下 同 様)を 赤 裸 々 に描 写 して お り,マ ン チ ェ ス タ ー は ま さ に そ
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の病弊の実物教授であった。読者 を恐怖の底 に突き落 とすような 「野蛮な自

然の歩み」一 疫病の発生,労 働者の棲む街や家庭 の不潔さ,家族生活の崩壊,

犯罪,売 春,飲 酒,迷 信,機 械の打ち壊 し,貧 困とアイルランド人の移入(「野

蛮な種族による植民地化」)一,さ まざまな病弊の明 らかな連鎖によって,

「爆発するような激 しい要素」である 「暴発する暴力」が社会の構造そのもの

を破壊 し,労 働者大衆が堕落へ と突 き落 とされる様 を描いていた。かのエン

ゲルスもまた 『イギ リスにおける労働者階級の状態』のなかで,『 マンチェス

ターの状態』を 「権威ある判定者のことぼ」としてしぼしば引用 し,「確実な

典拠」のひとっにした ことはよく知 られている。

だが,人 を奈落の底へ と突き落 とす病弊を描いているにもかかわ らず,そ

のパ ンフレットには第一のテーマである,ジ ョンソン言 うところの 「条件付

楽観主義」が底流 としてあった。「一見すると,そ のパンフレットを楽観的と

言 うのは奇妙に見 えるか もしれないが」,「このペ シミズムは,経 済的 ・社会

的組織 システムとしての,産業社会 自体にっいてのペシミズムではなかった」

のであ り,病 弊 は一時的撹乱であり,改 善可能なものであり,そ の点ではま

が うことなき楽観主義が支配 していたのである11。だか らケイはこう言って

いる。

「商業が制限されなければ
,自 然の傾向は社会のエネルギーを発展さ

ヘ ヘ ヘ へ

せ,生 活の安 らぎと豊かさを増 し,社 会体のあらゆる構成員の肉体的状
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

態 を向上させ ると信 じているので,… …下層階級 に影響を与 える災厄は
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

外部の偶然的な要因か ら生 じる。文明の進歩 を押 し進め,世 界に文明を
ヘ へ

広 げ る シ ス テ ム は,… …大 衆 の 幸 せ と矛 盾 す る はず は な い 。」12

撹乱 は一時的なもので しかないし,そ れによって工業の自然な歩みが 「邪

魔されて」いただけである。 とすれば,こ の産業社会 を支配するシステムを

「正 しく管理すれば」,災 厄は 「完全に」取 り除 くことができるはずである。

しか し,そ のような楽観主義が可能になるためには,い くつかの条件を満た
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さなけれぼならない。それが 「環境」 と 「道徳」である。

『マンチェスターの状態』では,ケ イはある時には環境主義者 としての顔 を

見せ,社 会構造への飽 くなき改善を主張している。だか ら 「ケイは環境主義

者 として読むことができる。押しつけられた状況 とそこか らほとん ど必然的

に導かれる行動パ ターンとの間の難解な相互関係のもつれをほどいている。

……分業の 「道徳的」影響の分析では,か れはアダム ・スミスから借用 し,

マルクスを彷彿 とさせる。災厄 についての単純な一元論の説明を免れてい

る。」13

「盾の一面のみを調べることに慣れている,先入観をもっている人がい

るが,そ ういう人 は,貧 民たちが苦 しめられているすべての災厄を,も っ

ぱら貧民の無知 あるいは道徳的逸脱 に帰そうと躍起になっている。逆に

貧民 はけたはずれの悲嘆の圧力のもとで苦 しんでいるばか りではなく,

かれら自身の習慣か ら直接流れ出て くる悲嘆 となるものさえも,社 会の

不出来な機関が貧民の性格 に与える第一の影響にまで,し ばしぼ辿 るこ

とができよう。言いかえれぼ,教 化 されていない無知が結びついた影響

や,道 徳教育制度によって矯正されていない悪い習慣,そ して飢餓や苛

酷な労働 と戦わざるをえない堕落 した精神の絶望的 とも言える困難にま

で辿 ることができる。」14

ケイはこう言い,そ の病弊の源を環境 と道徳 との複合した影響 にまで辿 ろ

うとしている。だが,そ う言っているそばから粗雑な道徳主義が顔 を出 して

いる。た とえば,労 働時間を制限する動 きを 「政治的藪医者の万能薬」 とし

て斥けたように,か れはしばしば純粋な環境改革には反対 していた。教育な

くしては,「注がれた」時間は 「浪費」され,あ るいは 「間違 って使われ」,

「怠惰」,「放蕩」のなかで無駄にされ,「政治的デマゴーグ」に 「無知なる驚

きで もって耳を傾 ける」 ことになる,と 生粋のヴィク トリアン道徳主義者の

スタンスを少 しも崩 していない。
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それでは,一 方では環境主義,他 方では道徳主義の顔 を見せているケイの

二重性,あ るいはその楽観主義はどこから生じて くるのだろうか。ジョンソ

ンはその拠ってきたるゆえんをおおき くは二つのものに求めている。ひとつ

はスコットラン ド啓蒙主義である。ケイはエディンバ ラ大学の神学教授の

トーマス・チャーマズ(ThomasChalmers)の 弟子であり,『マンチェスター

の状態』はかれに捧 げられていた。またケイは同大学の医学部教授ア リスン

(w.P.Alison)に 私淑しており,か れの愛弟子で もあった。 しかし,ケ イに

より大 きな影響 を及 ぼしたのは,そのようなスコッ トランド啓蒙主義 よりも,

その「社会的立場」15であり,マ ンチェスターの工業ブルジョアジー との社会

的つなが りである。「ケイの社会的忠誠心が結局は決定的である。というのも,

若き人間 として,自 らをマンチェスター社会の真の形成者 と同一視 してし「た

か らである。土地所有者ではな く,「生粋の商人」でもな く,「開明的工場主」

に自分を重ね合わせていたのである。ケイはかれ らと地域政治や慈善で緊密

に協力 していた。 この明 らかな階級的偏向はパンフレッ ト自体のなかにたい

へん明瞭に認められる。」16

前進する資本主義の歩みは阻害されるべきではないし,い っそうの発展が

めざされるべきである。ケイらが激しく告発 し非難 した労働者階級の行動様

式や旧い民衆文化の再生産はその阻害要因となるものであり,そ の再生産の

サイクルをどこかで断ち切ってお く必要があった。このように考えると,「初

期のヴィクトリアン道徳主義 はいわれのないブルジョア的逸脱ではない。 こ

の種の文化的攻撃 は,資 本主義の発展のこの段階にたいしては,有 機的なも

のであった」 ということも肯 けよう。言 うなれば,こ れは階級一文化統制で

ある。このことを背景 として,こ の時期の りベラルな社会政策 を見てみると,

「エ ドウィン ・チャッドウィック,ケ イ博士,ナ ッソウ・シーニョアのような

人々は,全 体 としての資本の長期的利害 を見通す知覚力を持ってお り,か れ

らの心では意識 された戦略 と一部はなっていたのである。」17ケイが示 した分

析は,こ の産業ブルジョアジーの長期的な利害に立脚 した ものであ り,資 本

主義のいっそうの発展をめざした ものである。その阻害要因たる労働者階級
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文化の再生産 を阻止 し,労 働者階級 を統制することを,現 今の病弊解決のた

めの指針 として提示していたのである。階級一文化統制 としての教育の目的

と,そ れへの期待 は,ケ イがマンチェスターで緊密な社会的つなが りをもっ

ていた産業資本家の階級利害にまで辿 ることができ,そ の階級利害がイデオ

ロギーを介 して 『マンチェスターの状態』のなかに反映させ られていたこと

になる。

国民教育は産業 ブルジョアジーによる全面的猛攻撃の一環であ り,ケ イは

そのイデオローグであり,か れがつ くりあげようとめざした教育制度は,労

働者階級に固有な 「本当に役立つ知識」 あるいは人間の全面的発達へ と敵対

するもの,つ まり,労 働者階級文化 に対する悪意 ある統制 とみなされている。

もう少 し言 うならば,私たちを解放へ と導いて くれるものは労働者階級文化,

「本当に役立つ知識」であ り,今 はまだ潜在的なものであるが,や がては労働

者階級のヘゲモニーの もと,全 面的に花開いてい くものであった。ここに「文

化」への期待を読み とることはあながち間違いではないであろう18。

統治性とは何か?

これにたい してハンター(1.Hunter)は 新たな視角か ら国民教育 を分析 し

ようと試みている19。その分析 の武器を提供 したのがフーコーの統治性 とい

う概念である。 フーコーはその後期において統治(government)あ るいは統

治性(governmentality)と いうことばを用いて,過 去3世 紀にわたって西洋

で形づ くられた支配の問題構成 を再検討 しようとしていた20。ロウズによれ

ば,そ の出発点 となるのは,統 治の対象がどのようにして,い かなる場所で

問題構成 され,そ のなかでいったいどのような目的が練 りあげられ,追 い求

められるべきとされたか,と いうことであ り,統 治 はそのようなことと関連

づけて分析されるべきである。あるいは,さ まざまな権威が,い かなる戦略

や技法 を用いて,ど のようなことを生起 させたいと考えていたのか,と いう

ことから,統 治の問題を分析 し始めることが必要である。個人であれ,は た
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また集団であれ,歴 史上の一時期に,あ る特定の行為にたいして,ど φよう

にして関心が払われるようになり,い かにして問題 として構成され るように

なったのか。 そして,そ こにどのような対象が出現するようになったのか。

その際にどのような権力や偶発的出来事が問題構成 に関わっていたのか。ま

ずもって,そ ういうことに関心のベク トルを向けることが,統 治を分析する

ための出立点である21。言いかえれば,統 治性 とは「支配を行使する人々が自

らにその支配の理由,正 当化,手 段や目的について,そ して支配を駆 り立て

る問題,目 標あるいは野心について問いかけをしてきた様式」 ということに

なる。 ここでは統治あるいは統治性 は,さ まざまな政治的合理性(political

rationalities)と 関連づけて考えられている22。とすれぼ,政 治的合理性 とし

ての統治性は,「現実を表象し,そ れを分析 し,そ れを矯正するための理想的

構図を形づ くり,正 当化する」ための実践 として分析されることになる。

このような統治の実践 においては,「現実を表象する」ことばの役割 は 「第

二義的な ものではない。 ことばは統治行為を叙述可能にするばか りか,そ れ

を可能 にす るものである」からである。統治されるべき対象 一 国民,人 口,

経済,社 会,コ ミュニティー,そ して統治 されるべ き主体 一 市民,主 体,

個人 一 についての特定のことばを編み上げることによって,は じめて現実

は思考可能なもの となり,管 理へ と開かれてゆくのである23。ここでは,こ と

ばは現実を思考可能な存在へ と変換 し,行 政的な管理 ・関与へ と開 くための

一連の 「知的テクノロジー」 として理解されている
。 したがって,こ の点で

は,統 治の分析は歴史的エピステモuジ ー と深 く結びついてお り24,権カー知

一主体 についての研究領域 と重な り合ってお り,「最 も一般的に言えば,権

力/知 識の近代的作用についてのすべての研究が位置づけられるような領域

を示 している。」25

統治はまた,理 想化された計画を人間や集団の意志によって現実のなかに

植え付 けることではなく,「さまざまな権威 は,戦略や技術や手続 きを介して,

統治のプログラムを組織する」のであ り,統 治性 は統治テクノロジーと切 り

離せない関係 にあり,「戦略や技術や手続 き」と関連づけて分析 されるべきも
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の で あ る。

「意志の行為によって現実のなかで理想化 された計画を実行するとい

う問題ではなく,さ まざまな(法的,建 築的,専 門的,行 政的,財 政的,

裁判の)力,(表 記法,計 算,試 験,評 価などの)技 術,(調 査や図表,

訓練制度,建 築様式な どの)装 置の複合的集合体であ り,個 人,集 団,

組織の決定や行動 を権威ある基準 と関連づけて規制 しようとす るもので

ある。」26

国家機構 ・装置へ と組み込まれた統治テクノロジーや道具は,国 家や階級

に起源をもっているわけで もなく,統 一性 ももってはいないのである。した

がって,統 治性の特徴のひ とつはすべてを外部のもの一 経済,政 治,イ デ

オロギーなど一 へ と還元することな く,問 題構成が生 じた周辺で,そ の問

題構成へ と寄与 した もの一 コレラ,戦 争,暴 動,技 術的変化,新 しい経済

力の勃興など一 の複雑で偶然的歴史へ と関心を払うことにあった。

繰 り返せば,解 決すべき問題やそのための戦略,戦 術,統 治計画がいかに

して構成 されたか。統治を正当化するために編 まれた真理 一 「経済」,「社

会」,「道徳」そして 「主体性」などについての知識や考 えや信念 一 がいか

なる条件のもとで,ど のような形で出現可能 になったのか。それに統治テク

ノロジーがいかにどのように関わっていたか。そういう問題 こそが出発点な

のである。言 うなれば,知 的テクノロジーと統治テクノロジー としての 「統

治性」が,い かに支配や管理に介在 していたのか,と いうことが まずもって

問題 となって くるのである。

このように定義された統治性 は歴史上 どのようにして出現してきたのだろ

うか。ディーンはフーコーの所説を言いかえて説明しているが27,か れによれ

ば,16世 紀に統治性が絶対的主権(sovereignty)か ら分離 し,国 家に内在す

る活動あるいは 「技法」 としての統治概念が発展して くることになる。この

過程で,国 家の統治は自律的なものになり,専 制君主 という人物からと同様
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に,絶 対的主権についてのさまざまな形態,た とえぼ王権 「神授」説などか

ら遠ざかってゆくことになる。 もはや統治は超越的権威の形態に基づいて領

土内部で臣従(subjects)に 対 して行使 されるものではな くな り,統 治 される

べきものごとの性質やその 「傾向」 を考慮 しなけれぼならな くなって くる。

ここで言 う 「傾向」 とは 「ものごとや人の空間的そして戦略的配置や,あ る

限定 された領土内部でのものごとや人の動きの秩序だった可能性」のことで

あ り,も のごとや人 という資源を育てることで,生 活手段 を増加させ,そ の

住民の幸福や繁栄を増加 させ,住 民数を増やすことによって,国 家の富や力

そして偉大さを増す ことをその目的とするようになってくる。この過程で「人
バイ オ 　パ ワヒ

ロ(population)」 が支配の原理 とな り,生 の権力が出現 して くる。いわゆる

統治の「ポ リス」28形態が,政 治的には19世 紀初頭に出現 し,領 土 とその住民

を問題構成するようになっていき,あ らゆる生活領域で人の行動が観察され,

領土や住民についての知識が編み上 げられ,記 述 され,吟 味 され,そ して行

政的な管理へと開かれてゆ くことになる。

ケ イの調査 と国民教 育 一 統治 テクノロジー

ケイに典型的に見 られるように,こ の時期には犯罪 と教育,貧 困 と教育,

そして労働者階級のふるまい と教育 という具合に,国 民教育 は他の社会問題

へ と接ぎ木され,社 会問題 を改善する手段 として構成されるようになった。

統治性 という概念に立つ限 り,こ の問題構成をケイの知的 ・道徳的能力 に帰

す ことはで きないし,功 利主義哲学や社会哲学に帰す こともできなかった。

あるいはまた,産 業ブルジ ョアジーの経済的ならびに政治的階級利害にもと

ついたイデオロギーが,ケ イの意識 を歪曲するように働いたもので もなかっ

た。 もちろん,マ ンチェスターの産業ブルジョアジー との社会的同盟がケイ

にもた らしたもので もなかった。国民教育を生みだした ものが個人や階級の

意志やイデオロギーへ と還元で きない とすれぼ,い ったいどこ1とその起源を

辿れぼよいのであろうか。思いだして欲 しいのだが,統 治性 という考 えでは,
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主体 もまたテクノロジーの所産であった。ハンターは,国 民教育を編み上げ

たのは意識や哲学ではなく,ふ たつのテクノロジーであった,と 言う29。

ひとつは,現 在では社会福祉 と総称されている領域 一 警察,公 衆衛生,

社会扶助な ど一 に埋 め込 まれている,統 治テクノロジー とでもいうもので

ある。すでに触れたように,ケ イが教育へ と関心を抱 くようになったのは,

マンチェスターの衛生委員会の一員 として,そ の地を襲 ったコレラを撲滅す

るための活動を契機 としていた。「マンチェスターでは家々や街路の状態を詳

細 に視察するために,14の 警察管区のそれぞれに,衛 生委員会(Boardsof

Health)が 組織 され,こ れらの地区は細か くセクションに分 けられ,」30それ

ぞれの地区には調査票 を片手にした調査員が送 り込 まれたのである。街路や

人々を監視するために,都 市空間に社会一医療 ポリスの格子がかぶされるこ

とになった。その結果,人 口(population)が 問題 として構成され,そ れにつ

いての情報 と知識が引き出され,そ こから社会問題が編み上げられ,そ の矯

正戦略が出現することになったのである。統治のプログラムやテクノロジー

な くしては,そ のような情報や知識は人問の認識にはもた らされなかったの

である。た とえば,就 学率や犯罪率や罹病率の知識は,子 どもや犯罪者や病

人が一カ所 に集められ,画 一的な観察手法 に服するようにさせる統治装置な

くしては,あ るいは確率の計算技術がな くては生 まれることはなかったので

ある。私たちは調査やその結果の数値や統計 を疑問視することはな く,仮 に

イデオロギー的な歪曲があったにして も,そ れ らは歪んだ形であれ現実を反

映しているもの と見なしている。だが,統 治のプログラムやテクノロジー こ

そが,現 実を思考可能 な 「存在」へ と変換 しているのであり,私 たちの認識

を生み出しているのである。言いかえれば,反 映論 とは違い,私 たちは現実

のなかにすでに存在 しているものを発見 しているのではな く,統 治テクノロ

ジーを介 して ものごとを命名することで,も のごとははじめて存在するので

ある。

このような視点からケイの活動を眺めると,か れは学究的生活を送 ってい

た学者ではなく,当 初か らその活動の中心 は,社 会福祉とで もいうべき領域



14 人 文 研 究 第111輯

にあったことに今 さらなが ら気づかされる。エデ ィンバ ラ,そ してマンチェ

スターにおける社会医療活動がかれの教育への出立点であり,国 民教育を行

政的関与 に開かれるようしたのは,当 初コレラの侵入 によって巻 き起 こされ

た恐怖を沈静化 し,そ の撲滅をめざして,都 市空間を監視 し調査する活動を

契機 としたものであった。ケイの行政的活動 はその後 も衰 えを見せず,1835

年には救貧法補助委員 を務めることになった。その 「主たる業務は,救 貧行

政の中央当局 としての救貧法委員会の 「目 ・耳 ・指」 として,地 方を巡回 し

なが ら有効な救貧行政の推進をはかることにあった。1847年 に救貧院が設置

された ときには,そ の名称 は正式 に査察官 と変更されたことか らもわかるよ

うに,査 察の業務を本分 としていた。」31

統治 テクノ ロジー 一 視 学官

ケイが教育行政に直接携わるようになったのは,1839年 に枢密院教育委員

会の事務局長 に就任 してか らである。かれは近代公教育制度の礎を築 くため

に奔走することになるが,そ のひとつの柱が勅任視学官制度の創設にあった

ことはよく知 られている。

視学制度についてはすでに1839年9月24日 の覚書では,「委員会はすべて

の場合 に査察権 を要求する。……視学官は学校の宗教教授,あ るいは規律,

あるいは経営に関与 しない。彼 らの目的は事実と情報を集め,査 察の結果を

枢密院委員会へと報告することである」32と規定 されていた。『勅任視学官職

1839年 ～1849年 』の著者ボールによれぼ,そ の年にケイが遂行 した行政的仕

事でたぶん最 も重要なものは「視学官への指示(InstructionstoInspectors)」

の作成であり,事 務局長 に任命されるやいなやその準備作業 に入 り,そ の年

の終わ りまでには完成を見,翌 年1月4日 の枢密院の会議で採用されること

になった。そこで確立された様式が1862年 の改正教育令 まで,多 くの本質的

な点ではもっと後まで,視 学官によって踏襲されていった33。

ケイは 「指示」のなかで査察の基本的原理 ともいうべ きものを説明してい
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る。救貧法 と工場法のもとでは,す でに同様の制度が稼働 していたが,そ れ

らの法律 のもとでの査察官は法律の実施 を監視することをその第一義的な目

的 としていた。「学校査察はこの点において政府 と学校理事会・管理者 との間

の協力である。査察の主な目的は,学 校側が望んでいる改善のためのあらゆ

る努力 を援助することであ り,学 校の授業,運 営,規 律に干渉 してはならな

いし,受 け取ることをよく思わない提言を押 しっけることではない。」「統制

しようとするものではな く,援 助がなされる地域の努力を抑制するのではな

く,奨 励するものである。学校理事会の協力な くしては主要な目的は達成で

きない。視学官 は干渉する権限を持たない。望 まれた時や ところ以外では忠

告や情報 を提供するようには指示されていない。」34

「指示」は視学官の義務 を 「明確な3つ の部門」に分けることから始めてい

る35。

第一番 目は補助金申請に対 して,そ の地区を調査することであった。初等

教育の手段がな く,極 度の貧困か ら学校教育が公的援助によって全面的に提

供されているような場合に,「通常の援助額以上のことが与 えられるべ きか ど

うかを教育委員会が決定する以前に,と きどき視学官に調査が託 される場合

がある。そのような調査は近隣の貧民の状態についての一般的調査,と くに
　 コ 　 り 　 の 　 つ 　 　 　 　 コ 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

現行の初等教育手段の質や量 についての調査を必要 とする。視学官はそのよ

うな調査 によって得 られ る事実を収集 し,結 びつける表(forms)を 与えられ

る。」

第二番 目は,国 庫補助金を受 けている学校の査察であ り,「教授 メソッドと

内容,規 律 の性格」についての検査 と報告である。視学官は各 クラスを検査

し,時 間割について報告 し,子 どもの道徳訓練 と 「女性の職業教育」につい

て特別な関心を払 うべ きとされている。教師は,「子 どもが リラックスしてい

るときに,そ の随伴者である」か どうかを,そ して親の協力 を得 られている

か どうかについて調べるように指示されている。

視学官の義務のうち第三番 目は特定地域の初等教育 についての特別な調査

であったが,そ れにかん しては,指 示はきわめて短 くしか記述されてお らず,
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そのような調査が望 ましい場合には,特 別な指示が発せ られると述べるにと

どまってお り,た いへん漠然 としている。原案段階では,ケ イは特別な調査

を 「統計的あるいは一般的」と定義したが,公 刊された版では削除された36。

『視学官』の著者エ ドモンズが言 うように
,ケ イが政府 とヴォランタ リーな

協会 に自らの考えが正 しい ことを確信 させ,そ の夢 を実現するためには,「事

実 を使 う技術」を駆使することが求められていた。イギリス教育へのケイの

貢献の もっとも重要なものは,良 き査察への信頼である。 フィッチ(SirJo-

shuaFitch)の 言によれぼ,「(視 学官の)第 一義的義務は公費が学校に提供

されている状態を確かめ,国 家がその支出に見合 うだけのものを得ているこ

とを教育局に証明することである。 しかし,そ れがすべてではない。 日々,

様々な種類の学校 を訪問し,注 意深 くそれぞれの長所 と短所 を観察 し,様 々

な形態の優れた仕事を認め,教 師 とその困難さにっいて共感 し,視 学官がほ

かのところで観察した規律や教授の方法にかんして教師に助言をし,査 察 し

た学校 に改善への刺激,マ ネージャーへの有益な助言,教 師や子 どもが努力

をす るように働 きかけを残 して くる。知的そして道徳的力を有益に働かす大

きな余地があった り,あ るいは多人数の人たちと個人的な影響 ある関係 を結

ぶ ようなポス トは公務にはほ とん どない。この種の役職が下等なランクの一

つであ り,高 い教養 と知的能力を持った人を受け入れるだ けの価値のないも

の と見なされる時期がやって くれば,公 務 にとって不幸なことである。」37

視学官は伝統的社会パターンに襲いかかるカオスをまった く怖れることな

く,各 地へ と赴 き,労 働者階級の棲むところへ と錘鉛 をた らし,学 校を訪ね

歩いた。こうして人口のさまざまな文化的属性が知識の対象 とな り,統 治へ

と途を拓 くことになった。かれらは19世 紀の都市空間にたいして監視・規制

の格子 をかけることをめざした統治テクノロジーの一員であり,か れ らの活

動を介 して,社 会問題が構成 され,そ れらの問題が政治的 ・行政的管理へ と

開かれてゆく矯正的関心の対象 となっていったのである。あるいはまた,校

舎や遊び場 の状態 について極めて詳細な情報 をフィー ドバ ックし,校 舎や教

具,教 師の資質 と地位,用 い られている教授メソッドを調べ上げると同時に,
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かれらは最新の教育学や学校組織についての助言をして歩いた。視学官制度

は枢密院教育委員会のオフィスで中心 を占める強力な統計一道徳管理メカニ

ズムであり,ま さにポリス活動の中核 に位置 していたのである。統治への途

を拓いたのは,階 級あるいは国家権力の行使を通 してではな く,統 治のプロ

グラムやテクノuジ ーを通 してであった38。

視学官は行政的忠誠心を疑問視されることはなかった し,そ の証言の独立

性にっいては議論 となることはなかった。 こうして,枢 密院教育委員会 はそ

の 「眼 と耳」に,す なわち視学官にいかに依存 しているかを理解し始めた。

1852年 には 「(視学官報告書)は 全(教 育)制 度の基礎を形成 した」 と,「公

務員」に今までになされた賛辞 のうち、最大級のひ とつが捧 げられることに

なった39。

ケイの調査と国民教育一 知的テクノロジー

国民教育へ と途を拓 くことになった二っ目のテクノロジーは,調 査 を介し

て導 き出された統計数値を関連づける特殊 な知的技法 ・テクノロジーであっ

た。格子状に区分けされたマンチェスターの都市空間を,調 査者が街路 をし

らみ潰 しに調べ上 げ,質 問表を片手に貧民の家々を一軒一軒訪ね歩き,そ の

質問への回答 を書き込んでいった40。質問表には労働者や貧民,そ してその家

族の望 ましくない行動や現象が事細かに記入されていったが,ケ イがとくに

関心 を持 ったのは,家 庭生活,貧 しい食事や不健康,幼 児死亡率,犯 罪,ジ

ン ・ショップや居酒屋へ入 りびたること,安 息 日破 り,浪 費 と貧困,む さ苦

しい生活状態などである。そのような統計は 「道徳統計(moralstatistics)」

と称 されていた。それ らは拡大 し精緻 になりつつあった社会調査の網の目を

とおして,統 計上互いに十分な関連性 をもっていることが示 された限りで,

かれの意識を引きつけたのである。 どういうことか というと,社 会統計 は知

識 一 死亡率,投 獄の頻度,識 字水準,国 民生産 についての知識 一 をもた

らすことになったが,こ の統計上の操作 のなかから統治の新 しい対象が現れ
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たのである。望 ましくない行動とそれが起 きる頻度 を 「無知」あるいは低い

識字率 とに統計的に結びつけることのなかか ら,こ れらの行動を改善 ・矯正

する手段 としての国民教育が浮上して くるのである。調査 によって人ロー

国民の生活 と労働 一 にかんする社会統計が収集され,そ れ らが平均や標準

からの逸脱 という統計 ・数量スペースのなかに置かれることになった。その

自然的展開 として,現 実は数値によって分節化 され,行 政的関与へと現実を

開 くような形態で,知 識 は編み上げられていった。そのような領域のなかで,

国民教育は数学的 と同時に社会的である標準か らの逸脱 を矯正する一連の手

段 として考 えることが可能になったのである。こうして異なったさまざまな

社会的領域 を関係づ けたものは,知 的技法 ・テクノロジーである統計調査や

計算が もたらした ものである41。

繰 り返 しを怖れず言 えぼ,国 家が国民教育にたいして強い利害をもつよう

になったのは,ケ イのような主体の知的能力 ・道徳能力が編み出したもので

はな く,は たまた,階 級意識やそれを生 じさせる生産関係か らその利害が生

じてきたわけではない。そうではな く,社 会福祉 と総称 される特殊な領域に

たいして繰 り広げられた,知 的テクノロジーたる統計的調査の所産であった。

ケイのような改革者 は統計情報 を媒介 として,社 会領域間を関連づけること

によって,国 民教育についての議論を進めることができたのである。知的テ

クノロジーが国民教育の 「可能性の条件(theconditonofpossibility)」 を

作 りだ していたのであ り,国民教育への統治上の関心が最初に出現したのは,

観察 と計算のテクノロジーの展開によって形成 された表面であった42。

国民教育 をもた らした統計的調査の ことを少し具体的に追ってみることに

しよう。

『マンチェスターの状態』の出版 を契機 として,ケイは友人たち と協力 して,

マンチェスター統計協会 を設立することにな り,そ の会計責任者 として会の

運営に携わることになった。協会は1834年4月 にマ ンチェスターの教育状況

を調査するために,教 育調査委員会を組織 し,調 査を実施 した。その後,マ

ンチェスター統計協会 はサルフォー ド,ベ リー,ア シュトンなど各地で同 じ
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ような調査 を実施 した。かれがマンチェスターを去る前 には,そ の報告書は

公刊 されなかったが,1838年 の議会特別委員会での証言では,調 査を主導 し

た紳士たち,そ してかれ らが雇い,学 校や一軒一軒家 を訪ね情報を得ていた

エージェン トの真摯な姿勢を高 く評価 し,こ れらの調査報告書の内容の正確

さとその信懸性について太鼓判を押 している43。

これ以後,各 地 に次々 と統計協会が組織され,「人間自体 に関係するあ らゆ

る事項,た とえば,人 口,生 理学,宗 教,教 育,文 学,あ らゆる形態での富,

原料,生 産,農 業,工 業,商 業,財 政,統 治,ま とめて言 えば,人 間の肉体

的,経 済的,道 徳的あるいは知的な状態」44についての調査が遂行 されてい く。

これらの統計協会の うち,マ ンチェスター統計協会 と双壁 をなすのがロンド

ン統計協会であった。ロンドン統計協会のジャーナルの第一巻の巻頭には「序

言」があり,そ こには統計協会のめざすべき目的 と方法が高々 と謳われてい

る。

「統計 ということばは ドイツ語に起源をもってお り,吻 認 ということ

ばか らひきだされてお り,英 語の 吻 彪 ということばと同 じこと,あ るい

は社会的に結びついて生活 している人間集団を意味 している。 したがっ

て,こ の協会の設立趣意書のことぼでは,統 計 は 『社会の状態や今後の

方向を示すにふさわしい事実』 を確証 し,集 めるものとされている。統

計協会の目的は,原 理 一 社会の安寧はそういう原理に負っている一

を確定する という観点で,統 計が もたらした結果 を考察す ることであ

る。」45

「統計の科学は,他 の科学 と同様 に,ま ちがいのない事実か らい くつか

の一般的原理 を引き出すことをめざしている。その一般的原理が人間を

巻 き込み,影 響を与えるものである。統計の科学は比較,計 算,そ して

演繹 という同じ道具を用いる。 レかし,そ の特徴は事実 を集積 し,比 較

することによって もっぱ らなされ,ど のような種類の推測 も認めないこ
ヘ ヘ ヘ ヘ へ

とである。他の科学 と同様 に,そ れは真理をめざしており,そ の発展 と
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ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

足並みをそろえて,進 んでい く。

統計家 は一般的には数字や図表 を好んで用いる。 というの も,事 実は

大きな数値で表される場合は,そ のような形で もっとも簡潔に明瞭 に示

されるし,統 計家は疑問の余地 を残す ように演繹することには満足 しな

いか らである。統計家は各個人が自分自身で検討し比較できる素材 を提

供する。だが,統 計家はすべての演繹を拒否 し,統 計は数字の列からの

み構成 されている,と い うのも正 しくはない。すべての結論は明確 に証

拠立てられたデータか ら引 き出され,数 学的証明がなされることが求め

られているだけである。」46

統計的事実 こそが人間と社会の状態を明 らかにするものであ り,社 会進歩

を規定している原理はそのような統計の集積から引き出されるものであ り,

統計的事実に基づき,そ のような原理 を引 き出すことこそ統計協会がめざす
ヘ ヘ ヘ へ

べきものであった。「単なる仮説にすぎない理論や先験的な考 えへの不信が強

まって〕お り,「社会科学の領域では,事 実が正 しく観察され,方 法に則 って

区分 けされ,そ のような事実か ら原理が正 しく帰納される限 りにおいては,

原理 は適用することができる」のであり,「そういう法則は経験 した実証事実

を観察し,収 集 し,記 録することでのみ確証できるものである。すなわち,

統計データは,地 域的なものであれ全国的なものであれ,経 済 と法律のすベ
ヒ ヘ へ

ての本当のシステムの素材 を構成 しなければならない。」47明らかに,そ れは

政治経済学がめざす もの とは違っていた。政治経済学は 「原因」や 「起 こり

うる結果」について推論するが,統 計学は 「社会的 ・政治的統治にかんして

正 しい結論の基礎をかたちつ くることので きるような,事 実群 を収集 し,整

理 し,比 較することのみをめざしている。」統計はだから,「社会科学あるい

は道徳科学,統 計家 一 政治家や立法家はそれにもとついて法律をつ くった

り,統 治 した りする原理 をかれ らに頼 らなくてはならない一 の科学 に必須

な観察 と定義づけられよう。」48すでに触れたが,統 計 は事実の集積,整 理,比

較 をするものであったが,そ のような知識は現実を思考可能な 「存在」へ と
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転換 し,行 政管理可能性へ と開 くものであった。教育にかんして言えば,そ

れは国民教育の論拠 となってい くものとなろう。教育圧力団体 とも言 うべき

教育中央協会の目的を述べるなかで,デ ュッパ(B.F.Duppa)は こう言 って

いる。「この巻 に収められている報告によって明らかになるが,協 会はすでに

統計情報の収集 を始めた。いままでに集められた量 は少ないが,そ れは重要

ではない。そのかさは毎 日増えているが,教 育 とは何であるべきかをもっと

も確実に示すとともに,国 民教育に賛成する最大の主張のひ とつ とやがてな

るだろう,と 信 じている」49

ロンドン統計協会の 「序言」では,こ の10年 間にさまざまな議会調査がな

され,そ れは 「統治のやり方をガイ ドする原理 を正 しく理解するためには,

統計の結果が必須であるという重要な認識を立法府に与えている」 し,調 査

の「範囲 と価値では,そ れを凌駕するものはどこの国にもない。」50とまで言い

切っている。ケイが 『マンチェスターの状態』で,ヨ ーロッパのい くつかの

国では大規模な調査が実施 されているのに較べ,イ ギ リスはその後塵 を拝し

ている,と 嘆いたの とは,少 なくともこの雑誌 を見る限り,隔 世の感がある。

統治性 と国民教育

国民教育が統治テクノロジーや知的テクノロジーに,そ してそれ を繰 る専

門家 に依存すればするほど,国 民教育 を国家の主権 と義務 という観点から考

えることはできなくなるし,国 家の背後に想定 される階級 とい うような主体

の意志へ と還元できないことになる。「子 どもの道徳形成を専門家による管理

という領域内部へ と押 し込めることで,民 衆学校教育は社会問題群 を扱 うた

めの技術的手段 と考えられていた。 したがって,ケ イ=シ ャトルワースは,

この道具を行使する国家の権利について,憲 法的一法的意見を提示 していな

かった。手段がいかにして,何 の目的のために構築されるべきかについての

技術的一政治的助言にとどめていたのである。」51逆に言 うな らば,そ のこと

によって,政 治的あるいは宗教的争いか らうまく逃れ られ,行 政的な施策へ
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と遭進することができたのである。
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